
95.昭和56年度

県指定文化財の紹介

その 1

建造物

1 .春日神社神門 l糠 (室町時代)

問脚門 1)]製造格皮i'l: ji持向

愛知澗i湖東町大字小八木 763 私自神社

若手臼神社の創立は明らかでないが、神社記によれば、

興稲寺 ・ 東大寺などの奈良例教の盛時に当~:日内の:~所

の地をそれら大寺の王手領と Lて谷進、それによって奈

良森自の神を分犯したものと伝える。

JY~夜の本殿 1;1:向J平裟股に永三:1:10年( 1438)の恐{~銘、

また文安元年(1444)の機キしがあって建立年次が分 1)、

:rTI要文化財の指定を受けている。

制Jr'lの建立については棟札、毅fi?などの記録がない

が、板纂般、!ÍJn~rオミぬの形式が髭l町l時代 rllml頃の;様式

を示してぷリ .ま式、J窓生巨大前lfil.りの比率、犬斗より下

方に機材をmいるなどの手法がオ~~!i と類似する。こ tt

~pの建築様式、fiY~逃手法からみると事11門の建立年代{立、

.<j，;殿ができた文安元年と同11寺mlか、あるいは*殿の，総

立からあまリ 11年代の下らない頃に主主てられたむのと総

務することができる。

建物は 2み;の涼柱(直後32cm)の前後に大町ii取り般

住 (21cm角) 4本を怨て、本位問を3.08mとした、や

や小型の問脚門であるが、域内般地および本殿の波松

春日神社神門 正面

からみて均怒がとれている。

がi迭は四腕l門の通例とおり 、本柱上に冠木を架け、

大きな板議日立 をのせて化粧れR木を受け る。また腰~・、

l畷長仰を水平に納めず、J変柱側を，ft.J3cm下げてへ字型

に納めるのも閤l即門特有の工法である。この他にも技

柱の!股:ctよ りよは垂直にするが、下方lま四方'1去ぴ(桁

行方向、1.5cm梁間は2.7cm)にするなど室町時代にみ

られる工法をもっている。

現夜、建物には協がないが、当初材の唐居!倣及び冠

水下端には爆を納めた紬穴、または痕跡、が認められな

いよとから 、Lともとf訟を設けない開放の門であった

らしい。

iftflH，l!垂水の二軒、切裂破j瓜にlWH則合皮1J。軒より

よ1}1ま大正21f(本殿の解体修理にi努して)に解体修

理!を行い 、その給来、 1肝廻リに当初材を失う結果:とな

ったが、修理E内容よリみて当初の形式を踏襲したもの

と見受けられる。なお、事111"1の同協には当初jの納塀の

只Jf~~tおよび土t堺の一吉1\が銭っており 、 ょの練塀工法

が珍しい.

2.繕神社神門 lflR (室町i時代後WJ)

間脚門切事進後J:i，海東liiJ

近江八4崎市千{自供問 隙神社

神社の1;i創Iま1!1lらかでないが、主H云によれば長初 5

年(1016)に日古十事長nili社を勧請して、古くから山門の

干・僧{共料J也として、この地のj也主事11として紀られたも

のと震う。

、 ~II門の建立を 1切らかにする資料はないが、板纂l段、

:大斗(斗繰)、役柱大前取リの比荷主などの様式手法が28
JRj 後JgJq'jを示しており 、その頃に建てられたものと考

えられる。その{去の沿1f.についても 'tt料を欠き 、7乙治

元年(1864)に刺.遡リの装甲まで取替える屋恨修理を行

った託己主主があるにすぎない。

事1'1勺の桁行は(本件wn3.64111、梁間(控柱IlH)が

2.99mで、よ財tf:としては閲脚門の平均的なものである

が、 '~H']jがが:J 4 mもあって柱附l寸法に対してかなり 1t

の尚ぃ建物て'ある。

l1Y~.ìl!i: 1;1:問脚門の型とおリオ王位(同校)ょに冠水を架け、

大きな板纂11止をおく。舵柱(大而l政リ角住)上{立政1'1を

縦iみ(木ぬはない)、大斗、}首・11白t*(桁行方向のみ)に

il¥l・桁をのせる.i5 < 1;1:ヨot'l1!11のitf桁位置宝には原材の袈梁
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を!J;!:けるが、この門では完

全なかたちの紅紫となって、

この辺の精進、手法にも宅

IRf~WJの特徴をみることが

できる._.)]、大斗の斗線、

似る，~lJ立の立læや 、 ~~i1.-、反り

1 1J1~ をもっ'Iì干垂木などに l主

計四f時代の隙z止を多分にも

ち合わせた建物でーある。

.lJUL， Ji(tをうに失している

が、 r，'O，';数(:r.i主)、冠木下

2誌に{創立を納めた制li'(があ

ることから当初fまfif，がつけ

らhていたことがわかる.

Ii(を1¥余いては当初ftlS材の{栄

(1品が、 きわめて良~1-て" 4~~ ml

材101:l，ちろんのこと相愛木、

~': !'l、f政・胤にいたるまで当

初のものが吸っている。

.lji.イピのM艇は筏瓦で必かれ、開制門の特徴と Lいえ

る粍快さを、やや失っているが、後瓦1;1:i去ill:t事政でな

かれたむので与野遡リにはこけらの事fHt)(~~ っており建

.U:勺初はおそらく伶皮:Ij， (/または布li'il:)であったもの

とJ7えられる。

な i-; 、 ì!I: i J:八 '1幡市は、当初'Jml~:~'の伐の:).がの ifJjい、主

OITII年代の処築隊式を示した1'lif(な[lq胸II"Jであるとして

nn拘]38$ドに市指定としている。

3.長命寺三偽堂 l械 {三iBlf時代後JUI)

桁行51UI 梁間41ftl 入時以jE 紛皮ii: mlI，) 

lift ~.点本L 2f文

j!i:iC八峨Ilil長命寺町 長命寺

l毛命寺のl，'o:tiIJli明らかでないが、 ミ手伝によれば武内

m械のBfJJ，~とさtLて必り、*干U3 イド (836) に至ってJfti

引'法4訟を'1'9処の開LLJとすると fiミえられている。

三i11;':V立元!暦花年(1184)佐々木義秀の持続を弔うた

め、その子定綱がi原頼朝のfbによってjS立し、釈迦 ・

妙、陀 ・ 泌Cr~のて尊を配ったものと伝える。その後長命

寺/01:水正13iF(1516)の兵火によって"n.なが焼亡し、三

俄恨む焼失する。現夜の三{体堂Ii氷j[以降tこ主主てられ

たむのであって、主主立.il'-代を次のようにt住民達すること

ができる.つまリ永正の兵火のあとのi主命寺の復興を

みると、先ず大ノk4i手(1524)に本:::t:がり必、永徐8年

(1565)には竺制1;立の西に|鴻扱するi池法Hrl:r:見+1:のHJJ¥ltが

処つ。続いて三万1f.益、鋭楼、 Z必勝況などがl誕kil'問に

illてられたことが縦キしなどによって分かる.

ミイ仰2主li必法他現社拝殿と波廊下て・紡ばれた一対の

主11物であって、斗扶の木ぬの形式、またを.s物の械式予

椿神社神門 ~I背面

法などからみて、永被liiに建立年次を求めるのが妥当

と.J'i・えらilる

:m物は桁行 51i1Jに梁間は 4問、梁間の 1r:n li i''i'lfIIの

粁をl以リ込んだもので旬、本桁101:梁r:1J31111 てゾL桁が~る。

江戸のぷJUI~i ( "況に{主党政3.1ド)にJ!flt7J('， I ~があって 、

1\1 1日修J!ll に |吸して l付院Ilには務干の改造が~2.められ、 'I 'í'

1M 1 IiIJ;泊りについてもこの11寺のげi設とど・えらlLていた

が、 '1'i'lfIi;瓜リには古い伎があって、また粁のJH式が1'i'
i7tiのみ 1'~f (成約平木を省略して地1m水を!H延ばす)

で風俗.の .l~が必められないζ とから当初jよリ梁1111101: 4 

I:JJとしたもの.したがって内部は桁行 3HII、梁川 21m

に周州 1IIIJ;i泊りの入側を化粧E屋根裂としたりA内でもi立

構の少ない持仏企形式の武震な建物である。

れは円伐として、斗tj~の1P.IJ担りは JÍ]'lH ，f.:をのせた附

索なlf.んにとしているが、11'Jf協は木邸、尖lJ・f木を入れた

三"/'トを*Jlむ.

事fはよ'M:の政iJil水(背Ifffのみ-iflfとなる)にhl似入

f，'J; Ji{;立りとして必飾リを木述裕子とする。

内仰の.:'fjlを除いて当初の部材が良〈段。J、必:の立

ち所b桁より!J!に深〈取った、古式な:古:1ftとした|愛美

な建物である.

4.長命寺緩法循環社拝殿及び渡廊下 2~来

(ヰ{IIITII年代後JUJ)

泌i対M.lJUIJ利政桁行3tlll 梁IllJ2111J 人l苦111.逃
槍皮壬I

波廊下 桁行 IIlH.梁間 11l1!・唐破j孔泣 ・4合成:iX:

近江八幡ill-tf命寺町 !~命寺

:霊法総攻tt将殿{孟三偽;堂の西に並列して、その1111を
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長命寺三イ弗堂 正側面

----ー長命寺護法権現社拝殿および渡廊下 正面
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波廊下でつないでいる.持殿・波廊下ともその創立は

明らかでな〈、将殿小E昼食に「永縁八年二月十二日口

口J(1565)と宮う砲の銘があったと言われているが、

小屋組が近年の修理により取替えられたのか、現在そ

の所夜を確認することができない.持殿、渡廊下とも

建物の形式技法よりみて同時JIJIのもので、援翌F銘の永

徐建立と考えてきしっかえない.

持殿Iま桁行3問、梁11112rmとした、入母屋造リ給皮

廷の建物であって、角柱に舟M*をのせ、事fl孟二事干の

疎~木、ヨS飾リ iま木述約二r-、建物の問問にÇ]13i:量(高

欄なし)をつけた術祭な主tt物である。

波廊下l立三付I，~と ~1!般をつなぐ桁行 l 間に梁間 1 間

の小規桜な主Il:物である。 BHHは三f?I::.J:i:lIliJに唐破風をつ
けて紛皮訴とする。 ~，Ylii1 I;t f~)肢と |司じ角柱に長I.Ht木を

のせ、一軒あR丞水とした附紫なiIl:物であるが、 qif唐破

j氏、基JJ立および兎毛j泊しの:'0:[花がすぐれ、このI時代の

特徴を示している.なJ昔、『健法ttriJ.見主1:本殿は江戸|時代

後lUJのII}生.ttとみら.iLる。

5.菅原神社神門 1線 (室町時代後期)

四脚門切 Mi立桁I皮H 商品I

野洲，"1野洲町大字氷原1041 管原神社

TIIJ'1.、事jI祉の自11立をI明らかにする資料はないが、 i!!江

拠地志略によれば、』ミi前.R~H上 (明治に菅原神社に改

める)liir部従(永原、北村、中北村の 3村}の産土

神であって官'fs相('u:rr.t道}'Oを祭事11とし源頼朝が勧

かれている。

現夜、.~コヒの似札li 品;j);た

して1m台28年のl収別件には

'kj: しが.j.1~っており、~じ，k 、

19]応のf刊点札lまJJ!(?してい

る。なお、現イtの冷;澱は文

政 9$f-( 1826)に往てられた

ものである.

事11門のu!立年代を I~I らか

にする資料はないが、板'A~

n!iおよび化粧N!本の{!::ij.t*、

実肘木などの彫刻jカペi町時

代後JUIの線式をぷしている.

家町中JUIに1;1本般のN興が

行わtlておリ、また一説には有111"1の往立1;1文明年間{

1469-1486)と伝えるものがあって、このあたリに建

立年代を求めるのが、主.tt物の機式手法などからみて妥

当と考えられる.

建物は桁行{本位1111)3.9 m、梁HIl(段位問) 3 m 

とし、本柱ilI.径42cmに怜柱を28cmの)j形大而取リ伎(

片磁の比率十分のー)とした木;I~Iの太い、大型で雄大

な問脚門である.

本位上には女梁 (JJ.t木)を入れて冠木をのせ頭討を

廻す。iiri賃上に{止、大斗、JH木をおいて安・梁をかける

が、 3必梁下端l孟桁を長けるJH木の下端と揃え、繰上げ

を持っている。

同1"IJ聞のご必梁上には大きな級事I~JJ立に大斗、 jげ木をの

せて化粧縦木を受ける却とお 1)の締法をしているが、

おlドl'央にはjL*をたてて、 i同JI，を*IU二げた特異な綿造

手法をI収リ入tLt.:.:l1作やかな恕庇としている.

!牒l乏 1'1' は四例l門の通例とおリ、へ~}:型にJ設柱tlllJ を下

げて納め、 4支柱の版1'tよリ下方を('4万転ぴ(桁行方向

に 3cm、梁JlII1.5cm)にするなど、この時代の特徴を

良〈示している.

現不正、~を欠災しているが、冠木下端には輪穴があ

って(位足元のほ1，';'般には納火はないがこれは後世の

"liJt材のため)もとは月下のあったことが知られる。

軒11二軒の銃_@'"として、作垂水には反りをつけ、

切必破風に#ri鉢懸¥.((1.のJi飾リとしている.なお建物は

大正 3 11'-に~.H.tMjの指将によって解体修用が行われ、

iji似筏瓦誌であったものを検皮if.にllili;tしている.こ

の修司は当初材の IIj.m につとめた丁if(~'修理が行われ

ている。

菅原神社神門 五函
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